
木材の安定的な取引関係の事例（関東１茨城徳田樹木採取区の場合）
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樹木採取区から供給された木材は、
・一般材については、流通業者を経て、県外で２×４用材に加工後、外材から国産材へ転換する建材メーカーに供給
（新規需要開拓の内容：国産材の利用が少なかった分野における需要開拓）
・低質材については、樹木採取権者が自社のチップ工場で燃料用チップを製造し、県内のバイオマス発電所へ供給
（新規需要開拓：木材の利用が少なかった分野における需要開拓）
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これまで米材が主であった
２×４建築の部材をスギに
転換、新たな工法企画の市
場への投入
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